
申　請　者 施 工 業 者 広　川　町

広川町老朽危険家屋等除却促進事業の流れ

○事前相談

・建築物調査申込書

（様式第1号）

○事前相談受付

・内容審査

・現地調査（写真撮影）

○結果報告受理

・結果（補助可）
○事前相談判定

・結果報告書送付

（様式第2号）

○施工業者選定 ○見積書提示

○補助金交付申請

・申請書（様式第3号）

・実施計画書（様式第4号）

・確認書（様式第5号）

・同意書（別要綱様式第1号）

・見積書写し

・位置図 ・現況写真

・申請者と所有者の続柄が分

かる資料

○交付申請受付

・書類審査（関係各課・警察

へ必要事項照会等）

・補助金算定

・交付可否判定

○交付決定通知書

・通知書送付

（様式第6号）

○決定通知書受理

・除却工事契約

○工事請負契約、除却工事着手

・着工前全景写真

○除却工事完了
・完了全景写真

（着工前と同じ箇所）
○事業完了報告書提出

・報告書（様式第12号）

・請負契約書の写し

・請負業者の請求書又は

領収書の写し
（除却工事を行った者が発行し たものとし、

請求書の場合は後日領収書を提出する

ものとする。）

・工事写真（着工前・完了）

・産業廃棄物マニフェスト

（Ｅ票）の写し

○事業完了報告書

・書類審査

・現地調査

○補助金交付額確定通知

（様式第13号）○補助金交付額確定通知

○請求書提出（様式第14号） ○請求書受付

・書類審査

○補助金の支出○補助金受領

提出（持参）

郵 送

提出（持参）

郵 送

提出（持参）

郵 送

約２～３週間

提出（持参）

口座へ振込
約２～３週間

完了した日から起算して３０日

以内又は当年度の２月末日の

いずれか早い日までに提出

年度末を限度


